
●毎日の健康観察フォームの入力を忘れずに！

　健康観察フォームの入力を忘れた場合、学校での検温を実施しております。

学校生活に支障をきたさないよう、ご家庭での検温・体調確認にご理解・ご協力をお願いいたします。
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第1回運営委員会

令 和 4 年 6 月 1 日

会員の皆様

桃井第三小学校ＰＴＡ

会 長 郡 司 達 也

【重要】学校からのお願い

5月役員会

第1回グループリーダー会議

離任式

第1回サークルキャプテン会議

定期総会

PTAセミナー（25日まで）

4月23日

5月2日

6月21日

活動報告と今後の予定

5月12日

5月20日

5月23日

5月25日

6月13日 6月役員会

第2回運営委員会

5月7日

【重要】PTAメール配信テストを行います

PTAメール配信システム「マ・メール」につきまして

6月13日（月）に配信テストを行いますので事前に

ご登録のほどよろしくお願いいたします。裏面のQR

コードを読み取ると簡単に登録できます。

PTA通信5月号

公開授業時のお願い～授業中はお静かにお願いします～

6月25日㈯道徳授業地区公開講座が開催される予定です。開催時には、保護者同士による私語が

授業に支障をきたさないようご注意ください。先生方、子どもたちが授業に集中できるように、何卒ご協力を

お願いいたします。

【報告】5月2日(月)離任式

今年度も離任式後の歓送迎会は中止となりまし

た。離任式後に役員より、退任された先生方と新

任の先生方にPTAからとして贈り物をお渡ししました。

ヤゴ救出大作戦について

例年行われている屋上プール内のヤゴ救出大作

戦は、今年度もコロナ対策のため実施はありません。

（今年は、不思議とヤゴがいなかったようです。。）

桃三の花火開催日について

今年度の桃三の花火の開催日は、10月15日

(土)アクティブDAYと同日とすることが決まりました。

今後、花火だよりを通じて、詳細をお知らせしていき

ます。

サークル参加推進月間

今年度も6月にポスター掲示及びチラシ配布を

行います。

【報告】第1回運営委員会が開催されました

5月25日(水)10:00よりPTA室で開催しました。

出席者21名でした。議題につきまして詳細は裏面を

ご覧ください。
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●運営委員会で話し合いました●

増員に関して、必ずしも、定員を10名と定めるのではなく、

準備をすすめていきます。

内容議題

今年度、臨時で立ち上がりました検討委員会より、今後の活動内容について説明がありました。

状況に応じて人数を変更する基準も検討していきます。

最終の活動は、2023年3月定期総会の規約変更議案提出にむけて

検討委員会は6名で編成されています。

活動に関しては2点となります。

①役員増員に関して

（小張委員長より）

検討委員会について 2年前より7名から10名に役員を増やして運営をしておりますが、

誰でもできるPTAを目指し、増員に関して検討していきます。

②役員数固定に関して

【重要】桃三安全パトロール腕章を配布しました。

本年7月以降のパトロールで利用する腕章、及び、パトロールの手引きを配布しております。

卒業まで同じ腕章を使いますので、各家庭で卒業まで保管をお願いします。手引きについても同様に、保管をお

願いします。また、パトロールシフトは6月上旬に配布の予定となります。

※『桃三安全パトロール手引き』とMAPは、PTA Webページでご確認ください。

【手引きの概要】

・今年度よりクラス別のシフトを実施します。

・ひと家庭につき年間2回、1回約30分程度です。

(お子さんが複数のご家庭は、一番下のお子さんのクラスに参加してください)

・原則2人1組で行います。

・シフト表を確認いただき、クラス名簿などを利用してペアの方と連絡を取り合い、都合の良い日時にパトロール

を実施してください。

・できる限り子どもたちの活動時間に合わせ、登下校時や放課後、夕方など子どもが一人で行動しがちな時

間帯の実施をお願いします。

・パトロール時は腕章を着用し、シフト表で指定されたエリアの中で、子どもたちがよく行く公園や、事故が起き

やすい場所等を重点的にパトロールをしてください。(詳細はPTA Webページ参照ください)

・パトロール終了後、パトロール報告用QRコードから報告をお願いします。

役員だより

桃三小のPTAは、杉小P協（杉並区立小学校PTA連合協議会）を通じて、区や教育委員会と直につながってい

ます。杉小P協は校長会や教育委員会も参加しております。保護者の疑問や意見を直接、区に伝えられる場所として

機能しています。必要があれば、予算に対して要望を出すこともできます。自校PTAで悩んでいることを、他校PTAに相

談できたり、一緒に解決策を探ったり、給食調理の外部業者委託に係るチェック機能も担っています。子どもたちの学

校生活は、いろいろな人に支えられています。
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